
概 要

名称 「ささやま めばえ保育園」

ぱちんこ 「でるで」企業所内保育所

住所 〒669-2343

兵庫県篠山市風深225番地

T E L O 7 9 - 5 5 4 - 1 7 7 2 

F A X O 7 9 - 5 5 4 - 1 7 7 3 

責任者 【園長、 調理師】朴 良華（ばくりゃんふぁ）

職員体制 園長、 副園長、 保育士、 調理師ほか

園児 8名 (6ヶ月～5歳）、 1月1日現在

開園日 平成30年3月20日 （フ
゜

レオーフ
゜

ン）

月、 火、 水、 金、 土

開園時間 9 : 0 0 ~  1 7 : 0 0 

通園方法 保護者の送迎

ならし保育 一週間程度



めばえ保育園での 一 日

開園 9 : 0 0 

順次登園

自由遊び

お散歩 1 0 : 3 0~ 

昼食 11 : 3 0~1 2 : 3 0 

お昼寝 13 : 0 0~1 5 : 0 0 

おやつ 1 5 : 00~1 5 : 3 0 

降固 1 6 : 0 0～順次

閉園 17 : 00 



大切にしていること

保介悩は子どもたちにとってLI常生活の場です。 安令を確保すると1',J時に、

心の緊，；kを取りはらい、 自然体で安心して過ごせるJ�,外でありたいと名えてい
ます。
できる限り大人の管L’lIを少なくし 子どもの、意欲を付みたいと考えています。

岳び、 悲しみ、 くやしさなどをJt感し合える仲間やi,:粕できる大人たちにlJH
まれて過ごす1IJ: llを栢み爪ねながら 、 いききと合ってくれることを穎っていま
す。

少人数であるからこそできる、 子ども一人一人との心の行き父いを、意滋した
保行をしていきます。

「ひと」として育っために保育で大切にしている三つの柱

① 自己表現の力を養います。（子どもの体験で大事にしたいこと）
＂やりたくない

＂

という氣持ちを押さえ込まず 、 やりたくない氣持ちも索直
に表現できるようにTs助けします。 子ども1,;J士のトラプルは必疫イく 11／欠な休
験とし、 すぐには止めず 、 紺，果的に下が出る場合などにおいても ． Tー：liしだ
けでは相手には1.1分の思いはわかってもらえないことの体感を通して 「 i染で
伝えることにつなげる機会にします。 トラプルを通してl

、

1分の氣持ちを表現

することでl.1分を知り ． 朴lT」の気持ちに氣づけるようにします。 トラプルの
中で、 人人がすぐに答えを出すのではなく 、 子どもにl:i]いかけ考えさせる機
会にします。

② 一人一人の個性を大切にします。（職貝、 保護者が心がけること）
年齢別の成長の特徴をf'I！解し 、 子どものll,1性を見極め則解することに努めま
す。 子どもが引き起こす,:，，l迎行動にはどんな子どもの思いや、 背殴があるの
か探り、 子ども狸解を深めるように努））します。

③ 人間関係作りを重視します。（子ども、 保護者、 職員ともに体験すること）
子どもの日発的な遊びを大切にし、 l'1分を認め、 +11 Tcを認められる人問関係
の土台（作りを用視します。

［保村士と子ども］・・・子どもが安心感をもてるように関わり、l
‘

l己表現でき
るように共感し、 受け止め、 J’l'解しながら関係を深めます。 時には保行士の
気持ちをIl汀l'i．に伝え ． 子どもに（呆脊士の心をJ911解してもらうようにします。

［保護行と保，獲者］・・・子脊ての悩みに限らず 、 しんどいことなど（99Iでもぶえ
る 、 困った時に助け令えや園後も縦絵できる関係を作るお手伝いをします。

［保台士と保f..t] ·••ささやまめばえ保育1点lの戦iiとしての自貨（保有園
に求められている（史命）を持ちます。 人の失敗やトラプルなどを、 「1分のこ
ととして捉えれ任追及に終らず共に考え補い合い次に活かしていきます。11•i
且会議では「1分の思いや考えを表明します。

［保淡者と保令士］・••Jし1,i]の粘神をモットー に 、 支えあい 、 認めあえる関係
を作っていきます。 それぞれの立揚を!'I！鮒し保渡者． 保脊士の思いを出し合
う揚（各釉の懇談会）を活lllし子どもにとって最枠のことは何かをわえあい
ます。



ささやま めばえ保育園

料金表

くく保育利用〉〉

0歳～ 5歳

0歳～ 5歳

くく一時預かり〉〉

0歳～ 5歳

l O O O 0円／月

l O O 0円／日

3 0 0円／ 1時間

※定期利用（月額）の第2子は5000円／月とする。

11利用者負担保育料11

定期利用月額

定期利用日額

株式会社グーダールターおよび株式会社大仙の従業員は、 翌月10日

払いの給与天引き収納

上記以外は 前月25日請求、 1日収納



感染症 ・ 当園停止基準

． 感染1,tにかかったJ訪合は ， 集団発生をさけるためIX師の指，1くに従
って当園し て下さい。 また 、 当園す る際は ． 必ず当 比l,i午III,ilf.明 ， ＇：�．
（保.l(/i 1"i忍入）を園に提出してください。

対象疾病（潜伏期間 ・ 日）

• インフルエンザ (I~4)

・百日咳 (5~12)

・麻疹 (8~12)

・流行性耳下腺炎 (12~25)

・風疹 (14~23)

•水疱 (I0~21)

・咽頭結 II癸熱 (2~14)

・結核

·0-157(1~8)

・流行性角結股炎 (2~14)

・急性出血性結膜炎 (I~3)

・感染性胃腸炎 (I~3)

•その他の伝染病

当闊停止期間の甚準

•発1,i'した後5「lを経過し 、 かつ解然し
た後3日を経過す るまで
•特 0 の咳が硝失するまで、 または適ll:··

なiiL I消什物t'i唄剤による治旅が終［す
るまで
・解熱した後3日を経過するまで

·.trド腺の腫Ill渇発現後5日を絆過するまで

•発疹が消失するまで

・すべての発疹がかさぶたになるまで

• l:•投症状がii'i退した後2 11 を経過伝染

のおそれがなくなるまで

＂

 

II 

II

JI 

1--id疾病と診断された楊合は必ず医師の指示にJ，じづき当園して下さい.9·

※状況によっては当似l停止などの枯岡が必要になりうる感染疵

溶辿泊感染祉 、 R Sウィルス、 ウイルス性肝炎 、 手足II病 、 伝染f|.
紅班（りんご病）、 ヘルパンギーナ（以風�IIの ． h1\)、 マイコプラズ
マ感染茄 、 伝染性膜か疹（とびひ 、 アタマジラミ 、 堆純ヘルペス、
伝染性，1次！成腫 、 ミズイポ）等



＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝感染引'1:ガイドライン＝＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 

当園を控えるのが沼ましい均合 保有が11J能な揚合

•発 然期間 と同日 の回復）0l |illが必要 •前日 38 ℃ を超える然 が出ていない

•朝から 37.5 ℃を超 えた然 と ともに）じ気 ・然 が 37. 5 ℃以下で元気 があり祈即が

がな く機 嫌 が 悪 い よい舶色がよい

• f,t欲 がなく❖JI森•水分が摂れていない ・北欲や水 分 が摂 れている

• 2 4 11/t till以内に角f然作）を使fflしている •発 然 を伴 う発疹が出ていない
• 24 時l:ll以内に 38 ℃以 I· (/) 然 が でて ・排尿 の同数が政っていない
しヽた ．咳や恥水を説．め るが咽：也していない

*I歳以下の乳リしの出合（lこ記にプラ ·24 時 間 以内に紹然剤を使っていない

スして）半然 よ り1 ℃以le_ i','.,'iいとき • 24 II寺Itl以内に 38 ℃以上の然は出て

(3 8 ℃以l：あ る とき） しヽなし、

当園を控えるのが沼ましい楊合 保介が11l fiとな均合

·24 時間以内に 2 回以1この水様i史がある ・感染のおそれがないと診断されたとき

・殺市やすいふんを摂ると下荊がある(1日に •24 時1:Il以内に 2 回以l;(/)水様（史がない

4 回以上の下r/iJ) ・食市 、 水分を摂っても下／h］がない

・下痢に伴い 、 体温がいつもより茄めである ・梵然が伴わない

•朝 、 排使がなV、 ・排尿がある

当園を控えるのが屯ましい楊合 保存が11J能な均合

·24 時聞以内に 2 同以 l一． の嘔吐がある ・感染のおそれがないと診断されたとき

・嘔吐に伴い 、 いつもより体出が商めである ·24 時間以内に 2 回以 1 辺）9低吐がない

•f｛欲がなく 、 水分もほしがらない •発然がみられない

・機嫌が悪く 、 元気がなし‘ •水分摂取がで き杖欲がある

・頷色が悪く 、 ぐったりしてし、る ・機嫌がよく）し気である

・顔色が良し‘

当園を控えるのがq！ましいJt}合 保村が"'能な島合

•前口に発然がなくても夜間しばしば(/)咳の •前日 38℃を超える然はでていない

た めに起きる。 ・喘Ill
，

）やl坪吸困難がない

•Iii,HI!:,iや呼吸困難がある ・続く咳がな し‘

・呼吸が速い ・呼吸が速くなし、

·37 5℃以lこ 0)然を作っている • 3 7. 5 ℃以l．．の然を伴ってし、なし‘

・元気がなく機嫌が：駆い ・機煉がよく 、 Jじ気がある

．f＜欲がなくl;iif{ •水分が摂れない 刈l共や水分が摂れている

・少し勅いただけで咳がでる

当1』を控えるのが沼ましい場合 保育が191能な坦合

•発然とともに梵疹のあるとき ・ ，診断の鈷果 、 感染のおそれがないと，診断

•今までになかった発わが出て 、 感染性が疑 されたとき

われ 、 1廷師より怜園控えるよう指ぷされてとき

. n内炎のため共市や水分が摂れないとき

・とびひ

＊発 然に ついては 、 あくまで もH安で あり個々(/)半然に応じて個別に判断する。



独立行政法人日本スポ ー ツ振興センタ ー の災害給付制度への加入

について

■給付の対象となる災害の範囲と紀付金額

災害の種類 災 害 の 範 囲 給 付 金 額

a 傷
その原因である事由が字松か青n下で生じたUりで、療員1:l1する費mの
動<5.000円以上の切 医

その原因である事由が字校の管頂下で生じたt,Q)で．籟董に晏する贄用の 医療位埃笠の順即こ姿する貫励訪4/10（そのうら1/10

鄭5.000円以ヒ呪Aぬうち． 文脱＃省令匹秘切 は． 餐鼻こ体って晏する費mとして//J菖される分）

疾病 ［ 手碑良叩ヰる中11! ガス叩こよる中膏 熱中庄洛水
たt土． 高該簾真員J)対含となる場/lf:.1'121\相該（所褐区外⇒、り

m”建下又よ追Uヰ“鶏漆叩コら皮負炎 凩度訊が翼なる）に療置1こ要する貧用力紐の1/10を加m、た駿

外諏＂硲による邸 R硼ユる邸 M唸碩事療憂員の濯覺R担勘も心船ょ四e加如こ額

陣害
字校の情西n傷刃土上隣血＇；Kったはこうわた“` ぼ合見算金3770万円～82万円
（そのl'IJIJ⇒＇隕l級から舅1qg：区分される：l ［過学（園）匹）災如知1．蒻5万円～41万り）

学校のmu,こ秘ヽて兌生した事似：起囚する死亡＆び上心力疾mこ直
樟起匹る死亡

死亡見翼合2800万円（＊賓Ill)物場合1.400万円）

死亡 突
然

I 運訟‘どの行ぉ：ば田る究畑 冠：”＇金2800肥（も累Ill）吋鴻合1400万円）

死1ぶ（ぶど命虻如応螂死 死亡蹟合1奴400nl'l〔柘埴｝物必暉

また、 当社は「一般社団法人 日本事業所内保育団体連合会の

賠償責任保険」にも加入しております。

補償内容

特約の種類 保険金額

●身体賠償 1 名 1 但円 1 :/.ll故5億円限度
施設所有者 ●財物賠償 1 亭故 1000万円

※身体賠償•財物賠侶それぞれ自己負担額 1 万円

生産物 ●身体賠償 1 億円 1 平故および保険期間中 5億円限度
※自己負担額1 万円

一ほ―害 お支払基準 保険金額
死亡／後遺障害 50万円

入院期間が31以上 5 万円
入院見算費用保険 入院期間が15日以上30日以内のとき 3 万円

見鐸費用
金 (1 名につき） 入院期間が8日以上14日以内のとき 1 5万円

入院期間が7日以内のとき 1 万円
通院日数が31以上 3 万円

通院見鍔費用保険 通院日数が15日以上30日以内のとき 1 万円
�(1 名につさ） 通院： 13 数が8 日以上14 日以内のとき 5千円

通院日数が7 日以内のとき 3 千円
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